
2023-02 広報たきかわ 10広報たきかわ 2023-0211

国
民
年
金
保
険
料
の

前
納
制
度
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法
に

は
、
毎
月
納
付
の
ほ
か
に
、
保
険
料

を
ま
と
め
て
前
払
い
す
る
と
割
引
に

な
る「
前
納
制
度
」が
あ
り
ま
す
。
前

納
制
度
は
納
付
方
法
に
よ
っ
て
割
引

率
が
変
わ
り
、口
座
振
替
の
場
合
は
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
現
金
で
納
め

る
よ
り
も
さ
ら
に
割
引
さ
れ
ま
す
。

前納期間

口座振替・クレ
ジットカード 現　金

申込
期限 振替日 申込

期限
納付
期限

２年 ４月分～翌々年３月分
３月
末日

４月
末日

３月
末日 ４月

末日１年 ４月分～翌年３月分 申込
不要
（４月
上旬に
送付）

６か月
４月分～９月分

10月分～翌年３月分 ８月
末日

10月
末日

10月
末日

※末日が土・日曜日、祝日の場合は翌平日

　

現
金
で
の
前
納
は
、
６
か
月
分
、

１
年
度
分
の
決
め
ら
れ
た
期
間
だ
け

で
な
く
、任
意
の
月
か
ら
当
年
度
末
、

ま
た
は
翌
年
度
末
ま
で
の
分
を
納
め

る
こ
と
も
可
能
で
す
。
こ
の
場
合
専

用
の
納
付
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

納
付
書
の
発
行
や
割
引
額
・
手
続
き

方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
年
金
事
務
所

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
砂
川
年
金
事
務
所
℡
52
―
２
１
４

４マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
の
対
象

と
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
対
象
と
な
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
期
限

が
延
長
中
で
す
が
、
２
月
末
で
終
了

し
ま
す
。
２
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
し
た
方
は
、

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
ま
だ
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
お
早
め
に

申
請
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
詳
細
は
こ
ち

ら
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

問
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交

付
円
滑
化
推
進
室
℡
28
―
８
０
１
４

国
民
年
金
の
加
入
に
つ
い
て

　

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
か
ら
60

歳
未
満
の
す
べ
て
の
方
は
、
国
民
年

金
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
第
１
号
被
保
険
者（
自
営
業
、学
生
、

フ
リ
ー
タ
ー
、
無
職
の
方
な
ど
）

○
第
２
号
被
保
険
者（
会
社
員
や
公

務
員
な
ど
で
厚
生
年
金
保
険
や
共
済

組
合
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
）

○
第
３
号
被
保
険
者（
第
２
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
）

●
退
職
・
転
職
さ
れ
た
方
へ

　

退
職
な
ど
に
よ
り
、
第
２
号
被
保

険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
方
と
そ
の

方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
は
、

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
へ
の

変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

転
職
し
た
場
合
で
も
資
格
喪
失
日

と
再
取
得
日
が
同
日
で
な
け
れ
ば
届

け
出
が
必
要
で
す
。

●
配
偶
者
の
扶
養
か
ら
外
れ
た
方
へ

　

第
３
号
被
保
険
者
の
方
で
、
収
入

が
１
３
０
万
円
を
超
え
た
り
、
離
婚

な
ど
で
扶
養
か
ら
外
れ
た
り
し
た
場

合
に
は
、
第
１
号
被
保
険
者
へ
の
変

更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

●
20
歳
に
な
ら
れ
た
方
へ

　

20
歳
に
な
ら
れ
た
方（
厚
生
年
金

保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
、
ま
た
は

20
歳
直
前
で
海
外
に
出
国
さ
れ
た
方

は
除
く
）に
は
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
国
民
年
金（
第
１
号
被
保
険
者
）に

加
入
し
た
こ
と
の
通
知
が
届
き
ま
す

（
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
）。

　

通
知
の
ほ
か
に「
国
民
年
金
保
険

料
納
付
書
」「
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
」

「
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
・
学
生

納
付
特
例
制
度
の
申
請
書
」お
よ
び

「
返
信
用
封
筒
」が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

　

納
付
が
困
難
な
場
合
は
保
険
料
免

除
制
度
に
よ
り
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。

●
20
歳
に
な
っ
た
と
き
配
偶
者（
厚

生
年
金
加
入
者
）の
扶
養
と
な
っ
て

い
る
方
へ

　

配
偶
者
の
勤
務
先
へ
連
絡
を
し
て
、

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
任
意
加
入
に
つ
い
て

　

保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
20
歳
か

ら
60
歳
ま
で
の
40
年
に
満
た
な
い
場

合
は
、
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
間
に

任
意
加
入
す
る
こ
と
で
満
額
の
年
金

に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
保
険
医
療
課（
市
役

所
１
階
）４
番
窓
口
ま
た
は
砂
川
年

金
事
務
所
℡
52
―
２
１
４
４
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
６

国
民
健
康
保
険
の
一
部
負
担
金

減
免・徴
収
猶
予
制
度
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
、
災
害

に
よ
る
資
産
の
損
害
や
失
業
等
に
よ

る
収
入
の
著
し
い
減
少
な
ど
に
よ
り
、

一
時
的
に
生
活
が
困
難
に
な
っ
た
と

き
は
、
入
院
費
の
自
己
負
担
額
の
減

免
や
徴
収
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
場
合　

①
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍と

う
そ
う霜
害
な
ど
に

よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁
、
そ
の

ほ
か
こ
れ
に
類
す
る
理
由
に
よ
り
、

収
入
が
減
少
し
た
と
き

②
震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
そ
の
ほ

か
こ
れ
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
、
資

産
に
重
大
な
損
害
を
受
け
た
と
き

③
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失

業
な
ど
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少

し
た
と
き　

な
ど

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
６

令
和
５
年
度
中
空
知
交
通
災
害

共
済
の
加
入
に
つ
い
て

加
入
資
格　

①
中
空
知
５
市
５
町（
滝
川
市
、
芦

別
市
、
赤
平
市
、
砂
川
市
、
歌
志
内

市
、
奈
井
江
町
、
上
砂
川
町
、
浦
臼

町
、
新
十
津
川
町
、
雨
竜
町
）に
居

住
し
住
民
登
録
し
て
い
る
方

②
就
学
の
た
め（
各
種
学
校
、予
備
校

含
む
）中
空
知
５
市
５
町
外
に
居
住

し
、
①
の
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
方

共
済
期
間　

４
月
１
日
㈯
〜
令
和
６

年
３
月
31
日
㈰

共
済
見
舞
金　

死
亡
１
２
０
万
円
、

そ
の
ほ
か
傷
害
の
程
度
に
よ
り
２
万

円
〜
72
万
円

会
費　

４
０
０
円

受
付
開
始　

２
月
１
日
㈬

申
込
先　

く
ら
し
支
援
課（
市
役
所

３
階
）７
番
窓
口
、
江
部
乙
支
所
、

北
門
信
用
金
庫
本
店
お
よ
び
各
支
店

（
中
空
知
管
内
）

※
申
込
用
紙
は
今
月
号
の「
広
報
た

き
か
わ
」に
折
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

※
４
月
１
日
以
降
も
共
済
期
間
中
は

随
時
受
け
付
け
し
ま
す
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
２

停
電
情
報
を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で

受
け
取
れ
ま
す

　

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の「
ほ
く
で
ん
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
と
友
だ

ち
に
な
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
し

た
地
域
の
停
電
の

情
報
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

友だち追加は
こちらから

　

ま
た
、
停
電
や
設
備
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
チ
ャ
ッ
ト（
平
日
９

〜
17
時
）で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
防
災
危
機
対
策
課　

℡
28
―
８
０

０
３
、
北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

滝
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー　

℡

０
１
２
０
―
０
６
０
―
４
０
９

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金
の
申
し
込
み
は

お
済
み
で
す
か

　

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金
の
申
請
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
該
当
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
方
で
ま
だ
、
申
し
込
ま
れ
て
い
な

い
方
は
、
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
↓

子
育
て
情
報
を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

子
育
て
応
援
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
込
期
限　

２
月
28
日
㈫

問
子
育
て
応
援
課
℡
28
―
８
０
２
５

献
血
に
ご
協
力
をお

願
い
し
ま
す

月日 場　所 町名 時　間

３月
１日㈬

札 幌 方 面
滝川警察署 緑 町 ９：30～

11：00

滝川消防署 文京町 12：30～
14：00

コープさっ
ぽろ滝川店 新 町 14：30～

16：30

３月
２日㈭ 市 役 所 大 町

10：00～
11：50

13：00～
16：30

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
４

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

　

第
11
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
手
続

き
は
お
済
み
で
す
か
。

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族

で
、令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」等
を

受
け
取
る
方
が
い
な
い
場
合
に
、
特

別
弔
慰
金
と
し
て
記
名
国
債
が
支
給

さ
れ
ま
す
。
対
象
と
な
る
ご
遺
族
に

は
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

請
求
期
限　

３
月
31
日
㈮

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
４

料
理
づ
く
り
の
つ
ど
い

日
時　

２
月
21
日
㈫　

10
時
〜
12
時

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他

場
所　

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

内
容　

食
用
油
の
選
び
方
の
ポ
イ
ン

ト
や
上
手
に
摂
取
す
る
コ
ツ
、
調
理

方
法
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

対
象　

65
歳
以
上
の
市
民

定
員　

９
人

参
加
料　

３
０
０
円

持
ち
物　

マ
ス
ク
、
エ
プ
ロ
ン
、
三

角
巾
、
飲
み
物
、
筆
記
用
具

申
込
期
限　

２
月
17
日
㈮

申
込
方
法　

保
健
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま

た
は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
℡
24
―
５
２
５
６

歯
周
病
歯
科
検
診

　

こ
の
機
会
に
歯
と
お
口
の
健
康
状

態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
せ
ん
か
。

日
時　

３
月
１
日
㈬　

13
時
〜
14
時

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　

歯
科
医
師
に
よ
る
歯
科
検
診
、

歯
科
相
談
、
歯
周
ポ
ケ
ッ
ト
測
定
、

歯
科
衛
生
士
に
よ
る
歯
磨
き
指
導
、

唾
液
検
査
、
75
歳
以
上
の
方
に
は
舌

や
飲
み
込
み
な
ど
の
機
能
検
査

※
使
用
し
た
歯
ブ
ラ
シ
、
フ
ロ
ス
、

歯
間
ブ
ラ
シ
等
は
差
し
上
げ
ま
す
。

対
象　

成
人
の
方（
特
に
40
歳
、
50

歳
、
60
歳
、
70
歳
の
節
目
年
齢
の
方
）

参
加
料　

５
２
０
円（
歯
ブ
ラ
シ
代

を
含
む
）

申
込
方
法　

完
全
予
約
制
で
行
い
ま

す
の
で
、
必
ず
前
日
ま
で
に
窓
口
ま

た
は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
℡
24
―
５
２
５
６

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー

使
用
仮
予
約
受
付
に
つ
い
て

　

令
和
５
年
度
の
使
用
に
つ
い
て
次

の
と
お
り
仮
予
約
の
受
け
付
け
を
行

い
ま
す
。

①
使
用
日
時
の
事
前
調
査

①
使
用
日
時
の
事
前
調
査

　

使
用
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
教

育
支
援
セ
ン
タ
ー
窓
口
に
備
え
付
け

の「
仮
予
約
票
」に
希
望
日
時
を
記
入

し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
希
望
日
時

が
重
複
し
た
場
合
は
、
個
別
に
調
整

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

受
付
期
間　

２
月
１
日
㈬
〜
28
日
㈫

※
利
用
可
能
日
時
の
確
定
後
、
３
月

17
日
㈮
ま
で
に
電
話
連
絡
を
し
ま
す

の
で
、
３
月
25
日
㈯
ま
で
に「
使
用

許
可
申
請
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
空
き
日
時
へ
の
申
請

②
空
き
日
時
へ
の
申
請

　

仮
予
約
終
了
後
、
希
望
の
な
か
っ

た
日
時
に
つ
い
て
は
、
３
月
20
日
㈪

か
ら
随
時
申
請
を
受
け
付
け
ま
す（
先

着
順
）。

【
①
②
共
通
】

【
①
②
共
通
】

申
込
方
法　
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